
． （別紙１）

平成25年10月31日
○＝調達改善の取組内容 警察庁
◎＝調達改善の目標

平成25年
度に開始
した取組

目標の
進捗状
況

仕様書の不断の見直し、新規業
者の参入の働きかけ等を行っ
た。

・　警察庁本庁における平成25年度上半期の契約状
況は、
随意契約については、120件、262億円
（対24年度同期比40件の増、196億円の増）、
一者応札については、60件、114億円
(対24年度同期比12件の減、62億円の増）
となっている。
※　一般競争契約については、171件、181億円
（対24年度同期比40件の減、3.6億円の減）。
・　随意契約については、24年度上半期に随意契約で
あった案件80件のうち、９件は複数者応札の一般競争
入札に移行したが、全体の件数が増加。
※　25年度に随意契約が増となった主な要因
入札不調による不落随意契約　43件　31億円
電子計算機の再リース等　　　　21件　40億円
25年度の随意契約のうち17件(180億円)については、
業者参入を促すため公募公告を実施した。
・　一者応札については、新規業者の参入を促進した
結果、平成24年度上半期において一者応札だった案
件72件のうち、平成25年度上半期においては、５件が
複数者応札に移行するなど、全体の件数が縮減した。
※　本庁以外の部局にあっては未集計である。

－

随意契約においては、40件増加
している件数の半数以上が不落
随意契約となっており、予定価格
を厳しく設定したことが原因と思
料される。
なお、随意契約、一者応札いず
れについても、金額ベースでは大
幅に増加しているが、これは情報
管理システムの大型案件に係る
契約によるものであり、これらの
競争性を高めるべく中長期的な
取組を行っていく必要がある。

今後も取組を継続する。

本庁及び地方機関における「国
の物品等又は特定役務の調達
手続きの特例を定める政令」の
規定が適用される調達案件（10
万SDR＝1，200万円）のうち、随
意契約予定案件（合計44件・
21,418,895千円）について、契約
方法、契約条件等の適否につい
て審査を行った。

平成25年度上半期においては、同委員会を５回開催し
た。44件の契約案件について審査を実施し、随意契約
又は国の行為を秘密にする必要がある契約の適正な
運用を図ることができた。

○

－ 今後も取組を継続する。

本庁において、入札不参加者か
ら入札に参加できない理由をア
ンケート方式で任意に提出を依
頼した。

業者からの要望として申し入れがあった「入札公告期
間の延伸」について、法令上10日間となっている期間
を原則15日まで延伸する運用に変更した。
なお、アンケート総件数のうち入札公告期間の延伸希
望について、平成24年度は9％であったが、平成25年
度上半期は5％となった。 ○

－ 今後も取組を継続する。

本庁において、平成25年度から
非常食について新たに実施した。
その他10品目については、平成
24年度に引き続き実施した。

事務用消耗品、清掃用消耗品、ＯＡ消耗品の３品目
・平成25年度(実績)
6,963,821円
・平成24年度（単価×25年度の数量）
6,999,056円

増減額△35,235円
0.5％削減

○

－ ガソリンの給油の追加に
ついて、本年度中には、
検討を開始する予定であ
る。

全国の地方機関において、共同
調達を実施した。

全国の地方機関66部局のうち、平成24年度において
は23部局で共同調達を実施していたが、平成25年度
は5部局増加し、28部局で共同調達を実施している。

○

－ 未実施の部局についても
実施を検討する。

本庁において昨年度に引き続き
同じ時期の調達で同様の内容の
印刷物について一般競争入札を
実施した。

・平成25年度(実績）
2,695,288円
・平成24年度（単価×25年度の数量）
2,712,647円

増減額△17,359円
0.64％削減

○

－ 今後も取組を継続する。

本庁及び地方機関において９件
のシステムについて、意見招請を
実施した。

寄せられた意見を受けて仕様書を見直したことにより、
そのうちの１件は前回一者応札だったものが複数者の
応札となった。

○

－ 今後も取組を継続する。

平成25年度警察庁調達改善計画の上半期自己評価結果

（対象期間：平成25年４月１日～平成25年９月30日）

調達改善計画で記載した事項 実施した取組内容 取組の効果 実施において明らかとなった課題等 今後の対応

１　随意契約・一者応札となっている調達の見
直し
(1)仕様書の見直し
○仕様書審査委員会等の活用による仕様書
の不断の見直し、新規業者の参入の働きかけ
等を行う
◎平成24年度と比較して、随意契約・一者応
札となっている契約数の縮減を目指す

(2)「特定調達契約審査委員会」による随意契
約予定案件の審査
○「国の物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める政令」の規定が適用される調達
案件について、契約方法、数量及び仕様等の
入札条件や外国製品の調達拡大についての
配慮などの適否について審査を行い随意契
約の見直し・縮減を図る
◎平成24年度と比較して、随意契約・一者応
札となっている契約数の縮減を目指す

(3)入札不参加者に対するアンケートの実施
○入札説明書を受け取りに来た業者が入札
に参加しなかったため、結果一者応札となっ
てしまった場合、入札不参加業者に対し、何
が障壁となって参加しなかったか任意でアン
ケートを実施する
◎競争性を確保すべく、応じることができる要
望については、柔軟に対処し次回の入札に反
映する

２　庁費関係のうち、汎用的な物品、役務の調
達の見直し
(1)事務用消耗品等の購入及び役務
○共同調達品目数を増やすことにより経費の
節減を図る・平成25年度11品目【購入７品目】
事務用消耗品、紙類（コピー用　紙を除く）、Ｏ
Ａ機器用消耗品、清掃用消耗品、蛍光灯、トイ
レットペーパー、非常食【役務４品目】速記、電
気、廃棄物処理、クリーニング
◎平成26年度に向け、１品目(ガソリンの給油)
を追加できるよう関係省庁と検討する

(2)事務用消耗品の購入
○各管区警察局等の単位を基本として、共同
調達を実施する
◎平成24年度と比較して共同調達実施部局
の増を目指す

(3)　印刷物の調達
○昨年度に引き続き、同じ時期の調達で同様
の内容の少額随意契約の印刷物について、
可能な限りまとめて一般競争入札を実施する
また、調達部数についても必要性を再度検討
し、更なる見直しを図る
◎平成24年度と比較して執行額の縮減を目
指す

３　情報通信分野における調達の見直し
(1)情報通信分野における調達
○【意見招請の実施】意見招請は、競争性を
高める上でも一者応札の防止においても有効
な方策である。今年度の調達に際しても意見
招請を実施し、最新の情報を得て、仕様書の
見直しを行うことにより、調達の見直しを図る
◎平成24年度と比較して随意契約・一者応札
となっている契約数の縮減を目指す。



平成25年
度に開始
した取組

目標の
進捗状
況

上半期においては、地方調達案
件のうち中央調達としたものはな
かった。

－

－

上半期においては、中央調達へ
新規に移行すべき案件がなかっ
た。

中央調達とすることで経
費の縮減が見込める案
件の調査・検討を継続す
る。

(1)本庁及び地方機関において、
総合評価落札方式による一般競
争入札を行った。
(2)本庁及び地方機関において、
複数年のリース契約（国庫債務
負担行為）を行った。

・37件(163億円)について総合評価方式による一般競
争契約を行った。
（対24年度同期比　２件の増、68億円の増）
・25件(333億円)の複数年におけるリース契約（国庫債
務負担行為）を行った。
（対24年度同期比　12件の増、314億円の増） ○

－ 今後も取組を継続する。

本庁及び地方機関において新規
業者の参入を促進するとともに、
予定価格の積算の見直しを行っ
た。

同一業者との契約が続いている案件について、新規
業者の参入を促進した結果、８件で応札業者が増加
し、そのうちの１件（機動隊員用プロテクタ）は新規業
者が契約の相手方となり、対前年度比1,106,448円(1%)
減額となった。

○

－ 今後も取組を継続する。

○

警察庁、警視庁及び関東管区内
各県警察分を一括して調達した。

一括調達する前の単価と一括調達した単価を比較す
ると、単価は上がった。

－

調達物品の全部又は一部を輸入
に頼らざるを得ないものについて
は、為替レートの変動が価格に
大きな影響を及ぼすこととなる。

一括調達を実施する部局
を増やす方向で検討す
る。

本庁において旅行の手配につい
て旅行代理店へのアウトソーシン
グを行った。

パック商品及び経済的な乗車券や宿泊場所等の手配
を無償で請け負っており、旅費事務手続の効率化及び
旅費の節減につながった。

○

－ 今後も取組を継続する。

警察庁独自の研修はもとより、他
省庁が主催する研修に職員を積
極的に参加させた。
（財務省主催３研修、防衛省主催
１研修、警察庁主催６研修）

調達業務を含めた会計業務全般の知識をより深め、
業務に活かすことができた。

○

－ 今後も取組を継続する。

外務省が開催する政府調達セミ
ナー（４月１９日開催）の外、警察
庁独自のセミナー（５月１５日開
催・参加者１７者）も実施した。

多くの業者に対し、入札への参加を促すことができた。

○

－ 平成２６年度においても
取組を継続する。

平成25年
度に開始し
た取組

○

本庁においての複写機の入札統
合

－

○

本庁において昨年まで個々に少
額随意契約で行っていた８講習
会について取りまとめで一般競
争入札に付した

－

○

業務遂行に必要な交通費につい
て、ＩＣカード乗車券の使用を検
討した。

－

実施において明らかとなった課題等 今後の対応

(2)人材の育成
○当庁が実施する研修はもとより他省庁が主
催の研修にも会計事務職員を積極的に参加
させ、適切な会計経理の認識と高いコスト意
識を持つ人材育成を目指す
◎プロたる職員の養成を図る

調達改善計画で記載した事項 実施した取組内容 取組の効果

○【中央調達の促進】現在地方で調達してい
る案件を精査し、中央調達とすることで経費の
縮減が見込める案件については中央調達を
図る
◎中央調達を促進することにより執行額の縮
減を目指す

○【総合評価落札方式の活用等】総合評価落
札方式の活用、リース契約における複数年契
約の活用等を図る
◎総合評価落札方式の活用等を図る

４　一般競争入札において同一業者の契約が
続いている調達の見直し
(1)一般競争入札において同一業者の契約が
続いている調達
○新規業者の参入を促進するとともに、予定
価格の積算の見直しを行う
◎平成24年度と比較して多数の業者の参加
を目指すとともに、執行額の縮減を目指す

５　その他の調達案件への取組
５－１　ＤＮＡ試薬の調達の見直し
(1)ＤＮＡ試薬の調達
○これまでは全国に予算を配賦してそれぞれ
の部局で契約を行っていたが、複数の部局分
を一括して調達することで経費の節減を図る
◎平成26年度に向け、より一層経費を節減す
るため競争性の確保を目指す

５－２　昨年度に引き続き実施を予定している
取組
(1)旅費事務
○旅費について、パック商品の利用を促進す
るとともに、旅行代理店へのアウトソーシング
についても引き続き活用する
◎旅費の縮減を図るとともに、旅費事務の簡
素化、効率化を図る

(3)調達案件に関する情報発信
○できるだけ多くの供給者へ情報を発信し、
入札への参入を促進するために、平成25年度
政府調達案件について共同の調達セミナーに
参加するとともに、警察庁独自の政府調達セ
ミナーを開催する
また、平成24年度よりホームページにおいても
公表している
◎年度内の調達案件について事前に公表す
ることで、より多数の入札参加者を募り競争性
を図る

○その他の取組（調達改善計画で記載していない事項）
実施した取組内容 取組の効果 実施において明らかとなった課題等 今後の対応

対前回（国庫債務負担行為のため）比金額
ベースで約２０％の削減

今後も取組を継続する。

平成24年度2,631,720円
平成25年度2,588,250円
差額△43,470円
1.65％削減

今後も取組を継続する。

　行程100ｋｍ未満の旅行について、旅費の
支給に代えてＩＣカードの利用を認めることに
より、旅費請求書の作成、審査事務を削減
するとともに、これまでは地下鉄回数券購入
に伴う支出手続きを小切手により行っていた
が、ＩＣカード払いとすることで事務の効率化
を図ることができた。

今後も取組を継続する。



会議等名称：警察庁会計業務検討会議を構成する外部有識者

開催日時：平成25年10月24日(木)～10月25日(金)

（別紙２）

外部有識者からの意見聴取の実施状況

外部有識者からの意見 意見に対する対応

○ 随意契約、一者応札は、根本的な解決は難しい案件が多いことは理解している。
○意見招請手続きは手間がかかるが、しっかり実施し、一般競争入札よりも手続き
が簡単な随意契約に安易にながれないよう注意する必要がある。

ご意見を踏まえ、随意契約、一者応札の縮減に努めるとともに、引き続き一般競争入札に
おける競争力の確保に努める。

○ 随意契約、一者応札の解消に向け、競争性が働くよう考え方を柔軟に持ち、業者
には厳格に対応して欲しい。
○ 業者は常に利益を追求してくるので、調達側も他省庁と情報交換するなど、あら
かじめ十分な情報を持って対応しなければならない。

ご意見を踏まえ、随意契約、一者応札の縮減に努めるとともに、他省庁との情報交換を行
うなど、業者に対しては厳格な対応を図る。

○ 随意契約、一者応札が増加していることから、原因を究明し対応策を検討していく
必要がある。
○ ＤＮＡ鑑定試薬などは、他国の状況を確認するなどして、必要な情報を取り入れ、
競争力が働くように努める必要がある。

ご意見を踏まえ、随意契約、一者応札の縮減に努めるとともに、必要な情報を取り入れ競
争力が働くよう努める。

○ 随意契約のうち、不落随意契約が多いことは、予定価格を厳しく設定した結果で
あると考えられることから、その点は評価できる。

ご意見を踏まえ、引き続き随意契約、一者応札の縮減に努める。


